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謹啓 時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

この度は、上場廃止により株主の皆様にご不便をおかけし、役職員一同深くお詫び申し上

げます。上場廃止後の当社株式の取扱いについて、以下のとおり、ご案内させて頂きます。 

 

１．株主様の株式の確認について 

株券電子化施行により株券が無効となり、株主様の当社株式の確認手段としては株券

でなく、証券会社の口座残高を確認することにより、ご自身の株式数を把握することが

できておりました。しかしながら、その後、当社株式は平成 22 年 6 月 21 日に上場廃止

となったため、証券保管振替機構による当社株式の取扱いが廃止となり、ひいては各証

券会社での当社株式の取扱いも廃止されることとなったことにより、株主様がご利用す

る証券会社の証券口座において、当社株式を確認することができなくなっております。 

現在、株主様の株式につきましては、当社の株主名簿管理人である住友信託銀行にお

いて管理しており、今回、株主様にご自身の株式をご確認頂くため、「株式残高通知書」

を同封いたしておりますので、ご確認頂きますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

２．上場廃止後の株式の譲渡について 

上場廃止後におきましては、市場取引ができなくなりましたので、株主様が株式を譲

渡する場合には、相対売買になります。 

① 売買契約の締結 

譲渡人株主様と譲受人様との間で協議し、売買価格等の取引条件を決定して頂き、売

買契約を結んで頂きます。 

※上記売買の際に、譲受人様より株主であることの証明を出して欲しい、との申し入れが

ありました場合には、後記記載の株主名簿管理人にお問い合わせ頂ければ、同管理人より

株式残高証明書を譲渡人株主様に提出させて頂きます。なお、「株式残高証明書」の発行期

間は、株主様からの申し出より１ヶ月ほどのお時間がかかりますので、何卒ご了承賜りま

すようお願い申し上げます。 



 

② 名義書換手続 

上記①の売買契約成立後、後記記載の株主名簿管理人にご連絡頂き、名義書換手続書類

を取り寄せて頂きます。この際、譲渡人と譲受人の連名で書類をお出し頂くことになりま

す。また、譲渡人におかれましては、提出書類には実印で押捺頂き、印鑑証明書を添付し

て頂くことになります。 

 

３．株主還元について 

当社では株主様への還元が重要な経営方針の一つとなっておりますが、現時点では自

社株買い又は剰余金の配当等の株主還元策の具体的な方針は決定しておりません。 

仮に、当社が自社株買い又は剰余金の配当を実施することを決定した場合には、株主様

にその旨、ホームページ及び株主名簿に記載されている株主様宛に郵送にてご通知いた

します。 

 

４．単元未満株の取扱いについて 

単元未満株式につきましては、上場廃止前と同様に、株主様からお申し出があれば、

買取りさせて頂くことが可能でございます。ご希望の株主様は、後記記載の株主名簿管

理人にお問い合わせ頂きますよう宜しくお願い申し上げます（書類には実印で押捺頂き、

印鑑証明書が必要です）。 

 

５．その他の各種お届け 

住所又は氏名の変更等は、上場廃止後も引き続き株主名簿管理人にお届け頂くことに

なりますので、後記記載の株主名簿管理人にお問い合わせの上、お手続き頂くことにな

ります（書類には実印で押捺頂き、印鑑証明書が必要です）。 

 

６．上場廃止後の開示について 

上場廃止により、大阪証券取引所への適時開示ができなくなりましたが、単元株主の

皆様には株主総会の招集通知を今後も送付させて頂くことになります。 

 

以上、書中にて大変失礼とは存じますが、何卒ご高配のほど宜しくお願い申し上げます。 
 

謹白 

 

＜当社株式に関するお問い合わせ、請求、各種届出窓口＞ 

株主名簿管理人 

 大阪市中央区北浜四丁目 5 番 33 号 

   住友信託銀行株式会社 証券代行部 

（郵便物送付先） 〒183-8701 東京都府中市日鋼町１番 10 

住友信託銀行株式会社 証券代行部 

（電話照会先）  0120-176-417 


